
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３学年だより 
―第 ９ 号― 

令和３年８月２７日（金） 

TEL:022-288-5023 

FAX:022-390-1562 

修学旅行について（お知らせ） 
夏季休業中も新型コロナウイルスの感染は全国的に急拡大し，緊急事態宣言やまん延防止等重

点措置の適用される地域も拡大が続いており，心配がつきない日が続いております。本校の全て

の行事等も影響を受けるため，現時点での対応と方針等について，本日付の文書「夏季休業後の

学校行事等の対応について」を全校生徒に配付いたしました。その中にも３学年の修学旅行につ

いて説明がございますが，改めて現時点での対応について，お知らせいたします。 

 

前号でお知らせしたとおり，「東京ディズニーリゾートが団体客受け入れを停止中につき，再開

のめども確認中です」との連絡を受けていた案件について，８月１６日に回答がありました。 

回答 

・当初の日程である「１０月２６日（火）～２８日（木）の団体は受け入れない」と決定 

・１０月１９日（火）～２１日（木）は団体受け入れ日とし，申請を受け付ける 

このことを含め，修学旅行の実施について検討した結果が本日付の文書「夏季休業後の学校行

事等の対応について」の１番に示されております。その内容を受け，下記のように進めて参りま

すので，御理解と御協力をお願いいたします。 

１ 旅行期間の繰り上げ 

１０月１９日（火）～２１日（木） 

２ 今後の進め方 

期日等 内         容 

現   在 

～ 

９月１２日 

までの間 

・ディズニーリゾートへの入園希望の申請中 

・宿泊施設を栃木県内に変更 

 

９月１３日 

～ 

９月１７日 

の週で判断 

及び 

お知らせ 

・緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の延長の有無などを判断材料に「方

面の変更の有無及び実施の有無」を判断し，最終案を提示 

・最終的な参加同意書を回収  

※１（現在同意中の方が同意をとりやめキャンセルする場合，企画料等，以降の時

期に応じてキャンセル料が発生します） 

※２（参加率（８０％を基準）等を考慮しながら実施可否の最終判断をします） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施日 直近または当日の行政からの指示があった場合は，その指示に従い中止または

延期可能かどうかの判断をする 

今後も状況を注視しながら検討を続けて参りますので，御理解と御協力をよろしくお願いいた

します。 

「入園チケットがとれない場合」と「千葉県が緊急事態宣言の延長

等の場合」は栃木県及び北関東方面での活動可能な地域で対応 

訪問先の方面が変更となる場合 

「東北（岩手・秋田・山形）方面」「北海道（函館）」「県内」のいず

れかから実施可能な地域を熟考し判断 

やむを得ず中止する場合 

行政からの中止の指示または，感染状況の悪化が進み，実施が不可能

と判断した場合（実施日当日までの期間も含む） 

※この場合も時期に応じたキャンセル料が発生します 


